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下記の流れに基づいてお申込みから登録作業を行ってください。

ここでは、「入力システムメインメニュー」を使った登録方法をご紹介しています。

入力の詳細については、マニュアル「２－１ 操作画面（メインメニューとメイン画面）」および「３ー２ 各

情報の入力方法（概要）」を参照してください。

【お申込みから掲載・登録までの流れ】

流れ 説 明

1 一般社団法人公共建築協会ホームページ（以下「PBA-HP」）の「設計者設情

報（PUBDIS）」より、①または②にて申込みしてください。

① WEB 利用による申込み

「入力システムご案内・お申込み」を選択し、お込みはこちらボタンから

データ入力・送信してください。

② FAX による申込み

「各種届出様式」の「通常登録・限定登録申込書」【入－様式 1】に必要事

項をご記入のうえ、PUBDIS センターに FAX（03-3523-1826）送信してく

ださい。

※WEB 利用の場合は、以下の手続きがメール送信となります。

⇒マニュアル【１－５ データ掲載・登録の流れ ４．業務カルテ登録ま

でのフローチャート】参照

2 ① PUBDIS センターから登録料の請求書をメールまたは FAX 送信しますの

で郵便局備え付けの払込取扱票をご利用の上お振込みください。

（払込手数料は事務所様のご負担です。）

② 払込金受領証を【入－様式 2】に貼付して PUBDIS センターへ FAX 送信

します。

③ 折り返し、PUBDIS センターからログイン IDおよびパスワードをメール

または FAX 送信します。

3 ① PBA-HP の「設計者情報（PUBDIS）」から「システムの利用（入力シス

テム）」を選択し、入力システム（設計事務所用）ボタンを押します。

② ログイン画面表示

ログイン ID およびパスワードを入力し、ログインします。

⇒マニュアル【３ー１ ログインとログオフ】参照

お申込み

（WEB または FAX）

入力システムの

ログイン

お申込みから掲載・登録までの流れ

・登録料のお振込み

・ログイン IDおよび

パスワードの取得
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流れ 説 明

4 ① 「本社情報」の登録は、確認・変更ボタンを押して「事務所情報詳

細」画面で必要事項を入力し、保存ボタンを押します。

⇒マニュアル【３ー３ー２ 事務所情報】参照

※会社コード番号、事務所名称、事務所名称フリガナ等は PUBDIS センタ

ーにて入力済みです。

② 「支社・営業所情報」の登録は、新規入力ボタンを押して「事務所情

報詳細」画面で必要事項を入力し、保存ボタンを押します。

⇒マニュアル【３ー３ー３ 支社・営業所情報】参照

※「本社情報」、「支社・営業所情報」ともに、確認・変更ボタンから登録

内容の修正が行えます。

※登録した事務所情報は、公共発注機関が利用する「検索システム」で検

索・閲覧が可能になります。

※事務所情報の一部は、設計事務所等向けの「検索システム（限定公開

版）」および一般向けの「検索システム（一般公開版）」で公開していま

す（公開項目は両者で差があります）。

5 ① 自社技術者情報の登録は、新規入力ボタンを押して「技術者詳細情報

詳細」画面で必要事項を入力し、保存ボタンを押します。

⇒マニュアル【３ー３ー４ 技術者情報】参照

※技術者コード番号は、システムで自動生成されます。

※「確認・変更」から登録内容の修正が行えます（一部、修正規制項目が

あります）。

※登録した技術者情報は、公共発注機関が利用する「検索システム」で検

索・閲覧が可能になります。

6-2 ① 新規入力ボタンを押して「業務実績情報詳細」画面で必要事項を入力

し、下書保存ボタンを押します。（入力内容の確認・変更ができます）

② 入力内容が確定したら、掲載ボタンを押します。

⇒マニュアル【３ー３ー５業務実績詳細及び業務カルテ情報】参照

・発注者の登録指定を受けない業務（民間業務含む）を登録（掲載）でき

ます。

・JV構成員・協力事務所としての実績も掲載できます。

※掲載した業務実績情報は、公共発注機関が利用する「検索システム」で

検索・閲覧が可能になります。

※業務実績情報の一部は、設計事務所等向けの「検索システム（限定公開

版）」および一般向けの「検索システム（一般公開版）」で公開していま

す（公開項目は両者で差があります）。

「①事務所情報」の

登録

「②自社技術者情報」

の登録

「③－２業務実績情

報」の登録と掲載

「支社・営業所情報」

の登録
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流れ 説 明

6-1 ① 新規入力ボタンを押して「業務カルテ情報詳細」画面で必要事項を入

力し、下書保存ボタンを押します。（入力内容の確認・変更ができま

す）

② 当該業務の JV構成員・協力事務所およびその技術者はこの画面で登録

します。

⇒マニュアル【３ー３ー６ 業務カルテ情報（特有部分）の入力】参照

7 ① 業務カルテ情報の入力が完了したら、下書保存した「業務カルテ情報

詳細」画面の PDF 出力ボタンを押して印刷します。

⇒マニュアル【４ー１ PDF ファイルの印刷】参照

② 印刷した業務カルテ情報（全ページ）を発注者に提出し、内容の確認

を受け署名・押印を貰います。

⇒マニュアル【３ー４ 業務カルテ情報の発注者確認・登録手続】参照

8 ① 「業務カルテ情報詳細」画面の申請ボタンを押してデータを確定しま

す。なお、申請ボタンを押した後はデータの修正はできません。

② 同時に、署名・押印済みの業務カルテ情報（全ページ）を PUBDIS セ

ンターに WEB または FAX（03-3523-1826）送信します。

9 ① PUBDIS センターで、WEB または FAX 受信した署名・押印済み業務カル

テ情報とシステムで申請表示の業務カルテ情報の内容を照合し、登録

を行います。

※登録した業務カルテ情報は、公共発注機関が利用する「検索システム」

での検索が・閲覧が可能になります。

10 ① PUBDIS センターから「業務カルテ受領書」を発行・送付（メールまた

は郵送）します。

② 「業務カルテ受領書」が到着したら、写しを発注者に提出します。原

本は事務所様で大切に保管してください。

11 業務カルテ情報は PUBDIS で長期保管され、公共発注機関の発注作業に活用

されます。

※通常登録の事務所様は、登録した自社の事務所情報、技術者情報、業務

実績情報、業務カルテ情報について、「入力システム」での検索・閲覧が

随時可能です。

「③－１業務カルテ

情報登録」の登録

PUBDIS センターに

よる登録

業務カルテ受領書の

写しを発注者に提出

登録手続き完了

発注者による業務カル

テ情報（全ページ）の

内容確認と署名・押印

① 申請ボタンを押す

② 署名・押印済みの

業務カルテ情報を

FAX または WEB 送信

以下は「業務カルテ情報」の登録作業です。

（公共発注機関の契約図書の指定により登録する業務情報）


